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（４）介護保険  

 近年、急速に少子高齢化が進行し寝たきりや認知症の高齢者が増加する中で、介護は社会全体の懸案と

なっています。平成12年4月に、介護を社会全体で支え利用者の気持ちを尊重した総合的なサービスが受

けられるよう、給付と負担の関係が明確な社会保険方式による介護保険制度がスタートしました。 

 さらに、平成18年4月には介護保険法が改正され、新予防給付の創設、地域支援事業の創設など、予防

重視システムへの転換が図られました。新予防給付・地域支援事業のマネジメントは新たに創設された地

域包括支援センターが公正・中立の立場から行い、利用者の重度化防止が図られます。 

 また、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるように支援するため、

市町が事業所の指定・監督を行なう地域密着型サービスも新たに展開されています。 

 

ア 介護保険制度の現状 

（ｱ）要介護認定状況 

 管内の介護認定審査は、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町の5市町の共同設置による丹南地

区介護認定審査会により行われています。 

 平成20年3月の要介護認定者数は表1のとおりであり、管内全体で6,880人となっています。 

そして、その内訳は、要支援1が665人(9.7％)、要支援2が1,080人(15.7％)、要介護1が1,282人

(18.6％)、要介護2が1,122人(16.3％)、要介護3が1,138人(16.5％)、要介護4が849人(12.3％)、要

介護5が744人(10.9％)です。（図１） 

また、管内の第 1 号被保険者数（65 歳以上の人口）に占める要介護認定者割合は、図 2 のとおりです。 

 

表 1 要介護認定者数                            （単位：人） 

市町名 
要支援

１ 

要支援

２ 

経過的

要介護 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 
合計 

19年3月末管内計 771 1,001 5 1,222 1.101 1,078 868 730 6,776 

管内割合％ 11.4 14.8 0.1 18.0 16.2 15.9 12.8 10.8 100.0 

鯖江市 145 318 0 340 393 354 254 209 2,013 

越前市 356 504 0 597 470 493 366 317 3,103 

池田町 28 38 0 30 24 31 22 24 197 

南越前町 85 102 0 124 74 83 75 84 627 

越前町 51 118 0 191 161 177 132 110 940 

20年3月末管内計 665 1,080 0 1,282 1,122 1,138 849 744 6,880 

管内割合％ 9.7 15.7 0 18.6 16.3 16.5 12.3 10.9 100.0 

20年3月末県計 2,390 4,257 0 5,187 5,369 4,807 4,073 3,870 29,953 

県割合％ 8.0 14.2 0 17.3 17.9 16.0 13.6 13.0 100.0 

（資料：県長寿福祉課より） 
 



 - 30 - 

図１　要介護認定者割合
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（ｲ）サービスの提供状況 

 介護保険制度では、介護が必要になってもできる限り住み慣れた自宅で自立した生活ができるよう、必

要な福祉サービスや医療サービスを総合的に受けられる仕組みを目指しています。 

 要支援の認定を受けた利用者は、地域包括支援センターの職員が作成した介護予防ケアプランに基づき、

介護予防サービスを受け、生活機能の改善、悪化防止に取り組みます。 

 要介護の認定を受けた利用者は、ケアマネジャーの作成したケアプランに基づき、介護度に合わせた各

種サービスを受け、生活の維持・改善を図ります。 

 在宅サービスとして、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴、通所介護、通所リハ

ビリテーション、居宅療養管理指導があります。さらに、施設への短期入所サービス、福祉用具の貸与・

購入や住宅改修、市町により指定された地域密着型サービス（夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介

護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護）があります。    

 施設サービスとして、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護福

祉施設サービスへの入所があります。管内におけるサービス事業所の設置状況は表 2～4 のとおりで、利

用者は、事業所を選択してサービスを受けることができます。 

 平成 20 年 3 月の時点で、在宅介護サービスを利用している要介護認定者の割合は図 3 のとおりで、在

宅サービス受給者と施設サービス受給者の年次変化については、図4、5のとおりです。 

 

 

 

図２　認定者数割合％（丹南地域６５歳人口との比較）
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表２ 介護給付サービス事業所数（市町別）                             H20.3.31現在 

在    宅 施 設 

 ① 
訪問 

介護 

② 
訪問 

入浴 

③ 
訪問 

看護 

④ 
訪問 

リハ 

⑤ 
居宅 

療養 

⑥ 
通所 

介護 

⑦ 
通所 

リハ 

⑧ 
短期 

生活 

⑨ 
短期 

療養 

⑩ 
特定 

施設 

⑪ 
福祉 

用具 

⑫ 
用具 

販売 

⑬ 
居宅 

支援 

⑭ 
福祉 

施設 

⑮ 
老健 

施設 

⑯ 
療養 

医療 

合 

計 

鯖江市 11 2 12 6 47 11 5 3 5 1 6 3 25 3 3 2 145 

越前市 15 2 22 7 74 16 5 4 7 4 4 3 24 4 2 6 199 

池田町 1  2 1 3 1  1     3 1   13 

南越前町 2  6 3 8 4 2 1 2    8 1 2  39 

越前町 2  6 3 18 6 1 4 2 2   5 4 1 1 55 

小計 31 4 48 20 150 38 13 13 16 7 10 6 65 13 8 9 451 

県合計 141 25 196 80 654 169 50 59 65 18 46 36 252 55 31 39 1,916 

 

表３ 予防給付サービス事業所数（市町別）              H20.3.31現在 

予 防 サ ー ビ ス 

 
① 

予防 

訪問 

介護 

② 

予防 

訪問 

入浴 

③ 

予防 

訪問 

看護 

④ 

予防 

訪問 

リハ 

⑤ 

予防 

居宅 

療養 

⑥ 

予防 

通所 

介護 

⑦ 

予防 

通所 

リハ 

⑧ 

予防 

短期 

生活 

⑨ 

予防 

短期 

療養 

⑩ 

予防 

特定 

施設 

⑪ 

予防 

福祉 

用具 

⑫ 

予防 

用具 

販売 

⑬ 

予防 

居宅 

支援 

合 

計 

鯖江市 11 2 12 6 47 11 5 3 4 1 4 3 1 110 

越前市 14 3 22 7 74 16 5 4 7 3 4 3 2 164 

池田町 1  2 1 3 1  1     1 10 

南越前町 2  6 3 8 4 2 1 2    1 42 

越前町 2  5 3 18 6 1 4 2    1 29 

小計 30 5 47 20 150 38 13 13 15 4 8 6 6 355 

県合計 130 23 190 76 650 165 46 55 53 15 39 28 36 1,506 

 
表４ 地域密着型サービス事業所数（市町別）                       H20.3.31現在 

地域密着型 地域密着型（予防） 

 小規模 

多機能 

認知症共同 

生活介護 

認知症 

通所 

小規模 

特養 

計 予防小規模 

多機能 

予防認知症 

共同生活介護 

予防認知 

症通所 

計 

鯖江市 4 3   7 3 3  6 

越前市 4 5   9 4 5  9 

池田町     0    0 

南越前町     0    0 

越前町 1 3 1  5 1 3 1 5 

小計 9 11 1  21 8 11 1 20 

県合計 32 39 25 2 98 23 38 23 84 
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図４　ｻｰﾋﾞｽ受給者の推移（県内）
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図５　ｻｰﾋﾞｽ受給者の推移（管内）
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図３　在宅介護サービス受給者割合
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